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今後の取組みについて

資料６



（１）居住推進の基本的な考え方
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≪手段１≫ 協 働 連 携

≪手段２≫ 情 報 発 信

≪手段３≫ 財 政 支 援

【展開方向１】
若年世代の
定住促進

【展開方向２】
居住誘導区域内
の居住推進

【展開方向３】
ストック活用

の促進

本市が進める居住推進は、下図に示す施策の展開方向（縦軸）と手段（横軸）により取組むこととし、なかでも
空家等対策は、「【展開方向３】ストック活用の促進（赤枠部分）」に包含され、空家等対策計画に基づき、
計画的に推進します。



基本施策１「空家等の適切な管理の促進」×≪手段１≫「協働連携」
相談窓口の充実

◆宅建業協会と協定を締結することで行政のみでは、解決で
きない相談を連携し解決できる体制を構築する。
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啓発チラシの作成・配布等

◆啓発チラシを作成し、公共施設のほか、
地方創生包括連携協定締結者の金融機関などに設置し
啓発を行う。

出典 岡崎市ホームページ
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◆相談窓⼝を１つに集約することで、市⺠にわかりやすい
体制を構築する。

各
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（都市計画課）

関係部署
・市⺠安全課
・ごみ政策課
・農政課など
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基本施策１「空家等の適切な管理の促進」×≪手段２≫「情報発信」
（２）空家等対策計画の推進



基本施策２「空家等の利活用促進」×≪手段２≫「情報発信」

空家利活用サポート体制
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③情報提供
媒介契約２ヵ月以降３ヵ月まで

③情報提供
媒介契約３ヵ月以降

④媒介契約

④媒介契約

④媒介契約

例：売買の場合

空き家バンク

◆愛知県宅建業協会と協定を締結し、空き家を相談から売買、賃借までの一括サポートの体制を構築する。
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＊１『空き家マイスター』は、「空き家流通の専門家として知識を備えた者」
に対して、（公社）愛知県宅建協会が独自に認定する制度。



◆耐用年数が経過した空家に対して、土地の活用促進及び
地域の安全確保のため、除却費用の一部に補助する制度
を検討する。＊木造住宅の場合、耐用年数は２２年

≪春日井市の事例≫

☑補助金額 上限２０万円（補助率２/３）
☑対象物件 ①木造住宅で２２年以上経過した物件

②１年以上使用されていない空家で１/２以上
が居住の用に供されていたもの

基本施策３「空家等に対する措置など」×≪手段３≫「財政支援」
特定空家等に認定、
所有者等への指導、勧告、命令、代執行

◆地域環境の安全確保のため、特定空家の認定、
所有者等への指導などの仕組みを構築する。

≪山形市の取り組み事例≫
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除却補助制度の創設の検討
基本施策３「空家等に対する措置など」

◆危険空き家（住宅地区改良法第２条第４項に規定する不良
住宅であって評点が１００点以上となる空き家）に対して、
土地の活用促進及び地域の安全確保のため、除却費用の
一部に対して補助する制度を検討する。

≪江南市の事例≫

☑補助金額 上限２０万円（補助率４/５）
☑対象物件 ①木造の危険空き家

②１年以上使用されていない空家で１/２以上
が居住の用に供されていたもの



基本施策４「空家等対策の計画的推進」

実施体制の構築
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（都市計画課）
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*1庁内関係者会議では、「特定空家等」の認定案・措置の
方針案等を定める。認定案、措置案に対して空家等対策協議会で
案に対して意見をいただく。
庁内関係者会議は以下の関係部署の課⻑級で構成。

①秘書政策課,②行政経営課,③協働推進課,④危機管理課
⑤農政課,⑥市⺠安全課,⑦資産税課,⑧環境対策課,
⑨ごみ政策課,⑩こども政策課,⑪道路課,⑫建築課,
⑬予防課 事務局（都市計画課）

◆空家等に関する対策を推進するため、庁内部署及び外部機関との関係性を以下のとおりとする。

≪体制図≫

所管部署もしくは都市計画課
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